
保証料率 

 中小企業に関する日本最大のデータベースである「ＣＲＤ」の評価結果に基づき、1～９のいずれかの区分の保証料率となります。 （単位：年率 ％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 国の補助により当初保証料は記載の保証料となりますが、条件変更等により、追加で発生する保証料については、カッコ内の料率が適用されます。 
 

【保証料率の割引制度】（一部の保証制度は対象外） 
会計参与を設置している会社の場合および担保提供をいただいた場合、保証料率をそれぞれ 0.1％引き下げます。 

 

料率区分 特別小口保険を適用
(責任共有制度対象外)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

通 常 資 金 1.74 1.56 1.40 1.25 1.05 0.85 0.69 0.53 0.38

小 口 資 金
( 責 任 共 有 制 度 対 象 外 ) 1.83 1.65 1.49 1.34 1.14 0.94 0.78 0.62 0.46

0.75 1.83 1.67 1.49 1.33 1.12 0.91 0.74 0.57 0.40

1.83 1.67 1.49 1.33 1.12 0.91 0.74 0.57 0.40

1.74 1.56 1.40 1.25 1.05 0.85 0.69 0.53 0.38

サ ポ ー ト 資 金 ( 責 任 共 有 制 度 対 象 )

【セーフティネッ ト】 及び
【 新 型 コ ロ ナ 借 換 】

( 責 任 共 有 制 度 対 象 外 )

1.15 1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20

（ セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 保 証 4 号
ま た は ５ 号 を 利 用 す る 場 合 ） —

—

0.67

0.67

創 業 等 支 援 資 金 創 業 ・ 再 挑 戦 —

( 責 任 共 有 制 度 対 象 外 ) 経 営 者 保 証 免 除 —

通 常 型 （ 責 任 共 有 対 象 ）

通常型（責任共有対象外）

感 染 症 対 応 型 ※ —

再生・事業承継支援資金
経営者保証コーディネーターの
確認を受けたうえで、事業承継
特 別 保 証 を 利 用 す る 場 合

— 1.15 1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20

サポート資金【伴走支援】※ —
（国補助前0.45～2.40）

経 済 環 境 適 応 資 金 （ 下 記 の も の を 除 く ）
0.75

サ ポ ー ト 資 金 【 経 済 対 策 特 別 】 及 び 【 短 期 】

0.67
0.67

0.79

0.20（国補助前0.85～1.05）

パ ワ ー ア ッ プ 資 金 [ 貿 易 振 興 ・ 海 外 展 開 ] で
海 外 投 資 関 係 保 証 を 利 用 す る 場 合

1.05

パワーアップ資金で経営革新関連保証又は地域経済牽引事業関
連 保 証 を 利 用 す る 場 合 0.67

パ ワ ー ア ッ プ 資 金 ［ 防 災 ］

弾　 力　 料　 率　 区　 分
保証区分

小 規 模 企 業 等 振 興 資 金 0.75

一 般 事 業 資 金

0.67

0.88

再生・事業承継支援資金
【再生】

0.67
0.67

0.79

0.20（国補助前0.80～1.20）

0.68


